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健康や各種健診
についての
お知らせですHealthINFORMATION

　７月の乳幼児健診は次のとおりです。該当者には
事前に通知をしています。ご確認ください。
● とき　健診の内容によって異なりますので詳細は
通知（案内）書をご確認ください

● ところ　総合福祉センター保健棟
● 内容　身体測定・問診・小児科医診察・育児相談・
栄養相談など

「キャラバンメイト」とは、認知症サポーターの養
成講座で講師役を務めることができる人です。総合
福祉センターでは認知症カフェ等も開催しています
ので、ボランティアに興味のある人はお問い合わせ
ください。

オレンジリングは
認知症サポーターの
目印です

区　分 期　日 対 象 児

４か月健診 ７月14日㈭ 平成 28 年 2 月 16 日から
平成 28 年 3 月 21 日生まれ

７か月健診
７月28日㈭

平成 27 年 11 月 27 日から
平成 27 年 12 月 31 日生まれ

12 か月健診 平成 27 年 7 月 1 日から
平成 27 年 7 月 31 日生まれ

１歳半健診
７月 7日㈭

平成 26 年 12 月 3 日から
平成 27 年 1 月 7 日生まれ

３歳健診 平成 25 年 6 月 3 日から
平成 25 年 7 月 7 日生まれ

乳幼児相談 ７月27日㈬ 平成 28 年 4 月 24 日から
平成 28 年 5 月 28 日生まれ

※乳幼児相談は、身体測定・育児相談・栄養相談を行います。
　申し込みは不要です。お気軽にお越しください。

乳幼児健診・相談

● とき　毎週水曜日の午前 10 時から 11 時 30 分ま
で。必ず妊婦本人がお越しください

● ところ　総合福祉センター保健棟
● 必要なもの　妊娠届出書（ある人のみ）、個人番
号カードまたは個人番号通知カードと本人確認が
できるもの（運転免許証等）

母子健康手帳の交付

キャラバンメイトを募集しています■集団健診（検診）日程

期　日 場　所

７月 24 日（日）、25 日（月）、26 日（火） 総合福祉センター

生活習慣病予防のためにも年に１度は必ず検診を
受け、健康づくりに取り組みましょう。

● 受付時間　午前８時 30 分から 10 時 30 分まで
● 申込方法　健診を希望する人は、申込書を送付し
ますので電話でご連絡ください。また、申込書が
自宅に届いている人は、必要事項を記入して返送
してください

● 健（検）診内容　各種がん検診（胃がん・肺がん・
大腸がん・前立腺がん・子宮がん・乳がん・肝炎
ウイルス）、結核検診、特定健診、基本健診

● 申し込み・問い合わせ　総合福祉センターまで

　平成28年度の総合健診（　　　 ）特 定 健 診
各種がん検診

みんなで楽しく料理をしましょう。身近な材料で
作れる簡単・おいしいメニューです。夏休みの思い
出に参加してみませんか。
●とき　８月３日（水）午前９時 30 分から午後１
時まで

●対象者　小・中学生とその保護者（子どものみの
参加もできます）

●ところ　総合福祉センター保健棟
●参加費　無料
●持ってくるもの　エプロン、三角きん
●申込期限　７月 27 日（水）
●申し込み　総合福祉センターまで

健康のために野菜は 1日 350g 以上食べましょう。
簡単な野菜料理を鞍手町食生活改善推進会の皆さん
が紹介する料理教室を開催します。
●とき　７月 26 日（火）午前 10 時から午後１時ま
で

●対象者　町内に住んでいる人
●ところ　総合福祉センター保健棟
●参加費　300 円
●持ってくるもの　エプロン、三角きん
●申込期限　７月 19 日（火）
●申し込み　総合福祉センターまで

夏休み子どもクッキング

野菜プラス一皿！応援料理教室
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の
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受
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付
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収
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受
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ど
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受
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。
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